
士幌町若者世代交流事業助成金（事業者応援）交付要綱 

 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、事業者等が士幌町内（以下「町内」という。)で開催する交流会

に要する経費の一部について、予算の範囲内で必要な支援を行うことにより、若者

世代の交流の促進と親睦を深めるとともに、若者世代の異業種交流及び若年層の関

係人口創出を図り、本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もって

定住人口の増加に寄与することを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「対象者」という。)は、町内に事業所又

は店舗を有する事業者とする。 

 

（対象事業） 

第３条 助成金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。)は、次に掲げる

要件をいずれも満たすものとする。 

(1) 参加者が町内の関係機関における青年団体に所属する 18 歳以上の未婚者又は町

内に事業所を有する企業に所属する 18 歳以上 40 歳未満の未婚者であること。 

(2) 参加者が８人以上であること。 

(3) 参加者が男女混在であること。 

(4) 町内で開催すること。 

(5) 参加者に対して、町が行う結婚・出産・子育て及び移住・定住等に関する情報提

供並びにアンケート調査等への協力を依頼すること。 

(6) 特定の候補者、政治団体、宗教団体等の活動又は宣伝、その他社会通念上助成す

ることがふさわしくないものでないこと。 

(7) 営利を目的とした結婚相手紹介業に関与していないこと。 

 

（対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。)は、別表のとお

りとする。 

 

（助成金の額等） 

第５条 助成金の額は、事業の実施に要する経費から前項に規定する対象経費に該当

しない経費及び次に掲げる収入を差し引いた額（1,000 円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）の範囲とし、１事業につき 10 万円を上限とする。 

(1) 参加費 

(2) その他の収入（協賛金、寄附金等） 

２ 助成金は、対象者につき、同一年度内で３回の助成を上限とする。 

 

（交付申請） 

第６条 申請者は、対象事業を実施する 14 日前までに、士幌町若者世代交流事業助成

金（事業者応援）交付申請書(様式第１号)を町長に提出するものとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業者等概要書（様式第２号） 



(2) 事業計画書（様式第３号） 

(3) 収支予算書（様式第４号） 

(4) その他町長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、士幌町若者

世代交流事業助成金（事業者応援）交付決定(不決定)通知書(様式第５号)により申

請者に通知するものとする。 

 

（変更又は廃止） 

第８条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者が、決定後にその内容

を変更し、又は廃止しようとするときは、士幌町若者世代交流事業助成金（事業者

応援）変更(廃止)承認申請書(様式第６号)により、町長の承認を受けるものとする。 

２ 町長は、前項による変更又は廃止を承認したときは、士幌町若者世代交流事業助

成金（事業者応援）交付変更（廃止）決定通知書(様式第７号)により、申請者に通

知するものとする。 

 

（実績報告） 

第９条 申請者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して 30 日以内に士幌

町若者世代交流事業助成金（事業者応援）実績報告書（様式第８号）を町長に提出

するものとする。 

２ 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。 

(1) 事業報告書（様式第９号） 

(2) 収支決算書（様式第 10 号） 

(3) 参加者名簿 

(4) 対象事業に係る経費の領収書及び請求明細書等の写し 

(5) 事業実施を確認できる写真 

(6) 町が依頼するアンケート 

(7) その他町長が必要と認める書類 

 

（額の確定） 

第 10 条 町長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査し、適当である

と認めたときは、助成金の額を確定し、士幌町若者世代交流事業助成金（事業者応

援）確定通知書(様式第 11 号)により申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第 11 条 町長は、前条の規定による通知の後に助成金を交付するものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第 12 条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付

を受けたとき。 



(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。 

２ 町長は、前項による取消しを決定したときは、士幌町若者世代交流事業助成金（事

業者応援）交付決定取消通知書(様式第 12 号)により、申請者に通知するものとす

る。 

 

（助成金の返還） 

第 13 条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、

士幌町若者交流推進事業助成金（事業者応援）返還命令書(様式第 13 号)により、期

限を定めてこれを返還させることができる。 

 

（委任） 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

経費区分 内容 

報償費 講師・司会者謝礼等 

旅費 講師・司会者の交通費、宿泊費 

消耗品費 事業の実施に必要な消耗品 

食糧費 
参加者飲食費の２分の１の額とし、１人当たり

3,000 円を上限 

印刷製本費 チラシ、ポスター及び資料の印刷費等 

通信費 郵便料等 

広告料 新聞、雑誌及び WEB 広告掲載料等 

保険料 損害保険料等 

使用料及び賃借料 会場使用料及び機器借上料等 

その他 町長が必要と認める経費 

 


